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　日本の公的年金制度は男性が主たる家計の担い手と
いう意識が前提となる設計が残されており、共働き世帯
が主流となった現代の社会経済状況との齟齬があるとの
指摘がある。その典型例が遺族年金制度である。
　遺族年金は国民年金・厚生年金保険の被保険者または
条件を満たした元被保険者が死亡した際に、当該被保険者
によって生計を維持されていた遺族の所得を保障する制
度で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある。遺族
厚生年金においては、子がいない男性配偶者は55歳以上
でないと受給できない一方で、女性配偶者は年齢にかかわ
らず受給できる（ただし、年齢によっては有期年金となる）
という明確な男女差がある。さらに、中高齢寡婦加算とし
て一定の要件を満たした40～64歳の女性に遺族基礎年
金の3/4の額が追加支給される制度も維持されている。

　上記の点については現在議論が進められており、男女
差解消に向けた改正の動きがある。
　2024年12月、社会保障審議会年金部会は以下の改
革案を示している。
　◦�60歳未満の現役世代の遺族厚生年金を男女ともに

5年間の有期給付に統一
　◦�中高齢寡婦加算の段階的な廃止
　◦�年収850万円未満とする収入要件の撤廃
　◦�有期給付加算や死亡時分割制度の導入による年金

額の増額　など

遺族年金制度の現状

男女差解消に向けた改革動向

　男女差が解消された後も、専業主婦世帯と共働き世帯
との間には制度的な問題点があることを述べたい。ここ
では一定の前提を置き、65歳以降、夫婦で年金を受給、
その後夫が死亡した事例でみていくこととする（資料１）。
老齢基礎年金は全て同額、老齢厚生年金は専業主婦世
帯の夫、共働き世帯の夫及び妻は同額で試算した。
　共働き世帯においては専業主婦世帯と比べ、保険料の
支払いは2倍であるにもかかわらず、夫死亡後に受給で
きる年金は保険料の差ほどなく、死亡前と比較しても年
金が減る割合も高く、家計への影響も大きい。
　また、受給する年金が課税対象か否かの違いもある。専
業主婦世帯の妻が受給する遺族厚生年金は非課税、共働
き世帯の妻が受給する老齢厚生年金は課税対象であり
(夫の遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金との調整によ
りこの事例では自身の老齢厚生年金が選択される)、老齢
基礎年金と合わせ年間概ね6万円程度の税負担となる。
　さらに、専業主婦世帯の妻は、非課税世帯としての各種
優遇措置を受けることができる点も大きな差となりうる。
事例では標準的な収入で試算したが、現役世代に高収入
であった夫を亡くした専業主婦の妻が受給する遺族年金
は高額であろうと非課税となるのは極めて公平感に欠け
るのではないだろうか。
　このような問題点は課題として認識されているようで
はあるが、男女差解消とともに、当該課題も前進すること
を期待したい。
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資料1 65歳から夫婦ともに年⾦を受給した場合の標準的な収⼊での試算（⽉額）

（出所）第⼀⽣命経済研究所にて作成

老齢基礎年金 68,000円 老齢基礎年金 68,000円
老齢厚生年金 94,000円 老齢厚生年金 94,000円

妻 老齢基礎年金 68,000円 老齢基礎年金 68,000円
老齢厚生年金 94,000円

合計 230,000円 合計 324,000円

老齢基礎年金 68,000円 老齢基礎年金 68,000円
遺族厚生年金 約70,000円 老齢厚生年金 94,000円

合計 約138,000円 合計 162,000円

妻妻

妻が専業主婦の場合 共働きの場合（夫・妻の年金額は同額）

夫 夫

妻

夫死亡後

夫死亡前と比較し▲40％

夫婦の
年金

非課税
課税

夫死亡前と比較し▲50％

妻の
年金
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